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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第10期

第３四半期
連結累計期間

第11期
第３四半期
連結累計期間

第10期

会計期間
自平成27年１月１日
至平成27年９月30日

自平成28年１月１日
至平成28年９月30日

自平成27年１月１日
至平成27年12月31日

売上高 （千円） 1,825,725 3,080,128 2,805,546

経常利益 （千円） 714,853 347,255 1,267,075

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（千円） 449,078 159,543 764,569

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 449,078 150,698 764,679

純資産額 （千円） 1,616,577 5,398,562 1,932,178

総資産額 （千円） 10,699,353 29,950,152 9,404,120

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 40.42 13.72 68.96

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） 38.80 13.17 66.19

自己資本比率 （％） 15.1 18.0 20.5

 

回次
第10期

第３四半期
連結会計期間

第11期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自平成27年７月１日
至平成27年９月30日

自平成28年７月１日
至平成28年９月30日

１株当たり四半期純利益金額又は

１株当たり四半期純損失金額(△)
（円） 30.88 △5.45

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）等を適用し、第１四半期連結累

計期間より、「四半期（当期）純利益」を「親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益」としておりま

す。
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２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。

　なお、当社の完全子会社である株式会社ジャパンM&Aアドバイザーについて、第１四半期連結会計期間より連結の

範囲に含めております。

　また、第１四半期連結会計期間において、従来、持分法適用関連会社であったCAIJ株式会社の発行済株式の全て

を取得したことにより、連結子会社としております。これにより、当社グループの連結子会社は９社、持分法適用関

連会社は２社となりました。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　当社グループは主にオペレーティング・リース事業を営む金融ソリューション事業の他、メディア事業を報告セグ

メントとしておりますが、金融ソリューション事業以外のセグメントの重要性が乏しいため、セグメント別の記載を

省略しております。

　また、第１四半期連結累計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）

等を適用し、「四半期純利益」を「親会社株主に帰属する四半期純利益」としております。

 

 

(1）業績の状況

　当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済・金融政策を背景に、企業収益は改善傾向に

あり、雇用・所得環境も改善が見られるなど、景気は緩やかな回復が続きました。しかしながら、中国その他新興

国経済の先行きが不透明であること、東欧や中東等の地政学リスク等、依然として先行きに不安定な要素がある状

況が続いています。

　このような状況の中で当社グループは、中核事業であるオペレーティング・リース事業につきまして、組成サイ

ドでは、航空機部門並びにコンテナ部門共にレッシーからの引き合いが途絶えることがなく、潜在的な案件数は豊

富な状態が続いており、また、販売サイドでは、顧客紹介に係る契約を締結している全国の金融機関や会計事務所

並びにコンサルティング会社等と綿密に連携し、全国に広がる投資家にそれぞれのニーズに合致した商品をご案内

し成約に至っております。また、為替リスクのない太陽光発電ファンドは投資家のニーズが非常に高く、販売開始

から短期間で完売しております。

　以上の結果、当第３四半期連結累計期間における販売案件数は14件、販売案件の組成総額は25,450百万円とな

り、売上高3,080百万円（前年同期比68.7％増）、営業利益611百万円（同24.1％減）、経常利益347百万円（同

51.4％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益159百万円（同64.5％減）となりました。

 

(2)財政状態の分析

①資産

　当第３四半期連結会計期間末の総資産は29,950百万円となり、前連結会計年度末に比べて20,546百万円増加しま

した。その主な要因と致しましては、現金及び預金、商品出資金、前渡金及び立替金がそれぞれ1,242百万円、

12,684百万円、2,211百万円及び2,428百万円増加したことによるものであります。

②負債

　当第３四半期連結会計期間末の負債は、24,551百万円となり、前連結会計年度末に比べて17,079百万円増加しま

した。その主な要因と致しましては、短期借入金及び前受収益が15,677百万円及び1,229百万円増加したことによ

るものであります。

③純資産

　当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は5,398百万円となり、前連結会計年度末に比べて3,466百万円増加し

ました。これは、期中に増資したことにより、資本金及び資本剰余金がそれぞれ1,673百万円増加したことによる

ものであります。

 

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更及び新たに生じた課題

はありません。

 

(4）研究開発活動

　該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 40,000,000

計 40,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成28年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成28年11月11日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 12,231,600 12,310,600
東京証券取引所

(マザーズ)

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式であ

り、単元株式数は

100株であります。

計 12,231,600 12,310,600 － －

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成28年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使によ

り発行された株式数は含まれておりません。

 

（２）【新株予約権等の状況】

　　当第３四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

 第２回新株予約権

決議年月日 平成28年８月18日

新株予約権の数（個） 3,670 (注) １

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 367,000 (注) １

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株につき　2,866 (注) ２

新株予約権の行使期間 平成30年4月１日から平成35年９月1日までとする。

新株予約権の行使により株式を発行する場
合の株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　2,866
資本組入額　1,433　(注)　３

新株予約権の行使の条件 (注) ４

新株予約権の譲渡に関する事項 (注) ５

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注) ６

 
 
（注）１．新株予約権１個当たりの目的となる株式の数は、当社普通株式100株とする。

２．新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき

１株当たりの金額 （以下「行使価額」という。）に新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。

なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割

又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げ

る。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
　　　　１

分割(又は併合)の比率
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また、割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で、新株の発行又は自己株式の処分を行う場合

（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除

く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

時　価
既発行株式数　＋　新規発行株式数

 
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自

己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式

数」と読み替える。さらに、当社が他社と合併する場合、株式分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行

使価額の調整を必要とする場合には、合併の条件、株式分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額

を調整することができる。

３. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項の

規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合

は、その端数を切り上げるものとする。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より

上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

４．新株予約権の行使条件

①　新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出する有価証券報告書に記載される連結損益計算書（連

結損益計算書を作成していない場合、損益計算書）において、平成29年12月期から平成31年12月期の３事業

年度におけるいずれかの期の営業利益が4,700百万円を超過している場合に、新株予約権を行使することが

できる。なお、適用する会計基準の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別

途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。

②　平成30年４月１日から平成31年３月31日までの期間では、新株予約権者は割当を受けた新株予約権の総数の

２分の１を上限として行使することができる。

平成31年４月１日から平成32年３月31日までの期間では、新株予約権者は既に行使済みの新株予約権を含め

割当を受けた新株予約権の総数の10分の６を上限として行使することができる。

平成32年４月１日から平成33年３月31日までの期間では、新株予約権者は既に行使済みの新株予約権を含め

割当を受けた新株予約権の総数の10分の７を上限として行使することができる。

平成33年４月１日から平成34年３月31日までの期間では、新株予約権者は既に行使済みの新株予約権を含め

割当を受けた新株予約権の総数の10分の８を上限として行使することができる。

平成34年４月１日から平成35年３月31日までの期間では、新株予約権者は既に行使済みの新株予約権を含め

割当を受けた新株予約権の総数の10分の９を上限として行使することができる。

平成35年４月１日から平成35年９月１日までの期間では、割当を受けた新株予約権の総数の全部を行使する

ことができる。

③　新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役、執行役

員または従業員であることを要する。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでは

ない。

④　新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認める。

⑤　新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなると

きは、新株予約権の行使を行うことはできない。

⑥　新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

５．譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。

６．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転をす

る場合の新株予約権の発行及びその条件

当社が、合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予

約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、

「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の

条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分

割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①　交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
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④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記

２．で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記６．③に従って決定される当該新株予

約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日か

ら上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記３．に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧その他新株予約権の行使の条件

上記４．に準じて決定する。

⑨新株予約権の取得事由及び条件

下記７．に準じて決定する。

⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

７．新株予約権の取得事由及び条件

①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、また

は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認（株主総会の承認を要

しない場合には取締役会決議）がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新

株予約権の全部を無償で取得することができる。

②新株予約権者が権利行使をする前に、上記４.⑥に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合

は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額
（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成28年７月１日～

平成28年９月30日

(注)１

40,000 12,231,600 5,000 2,051,492 5,000 1,993,503

(注) １．新株予約権の行使による増加であります。

２．平成28年10月１日から10月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が79,000株、資本金が

9,875千円及び資本準備金が9,875千円増加しております。

 

 

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成28年９月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
(自己保有株式)

普通株式　　120,000
－

権利内容に何ら限定のな

い当社における標準とな

る株式であります。

完全議決権株式（その他） 普通株式  12,070,400 120,704 同上

単元未満株式 普通株式　　　 1,200 － －

発行済株式総数 12,191,600 － －

総株主の議決権 － 120,704 －

（注）1 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式39株が含まれております。

（注）2 当第３四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成28年６月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

 

②【自己株式等】

平成28年9月30日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合

（％）
株式会社ジャパンインベ
ストメントアドバイザー

東京都千代田区霞が関
三丁目２番１号

120,000 － 120,000 0.98

計 － 120,000 － 120,000 0.98

（注）上記には、単元未満株式39株は含まれておりません。

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成28年７月１日から平

成28年９月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成28年１月１日から平成28年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、優成監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成27年12月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成28年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,379,154 3,621,910

売掛金 694,551 1,027,166

商品 827,985 1,661,799

商品出資金 2,769,170 15,453,230

未成業務支出金 5,257 592,383

前渡金 794,192 3,005,306

立替金 625,984 3,054,854

その他 555,168 568,340

流動資産合計 8,651,463 28,984,992

固定資産   

有形固定資産 63,692 68,700

無形固定資産 8,497 62,810

投資その他の資産 ※ 672,063 ※ 824,025

固定資産合計 744,252 955,536

繰延資産   

社債発行費 8,404 9,623

繰延資産合計 8,404 9,623

資産合計 9,404,120 29,950,152

負債の部   

流動負債   

買掛金 7,400 7,567

業務未払金 7,269 64,534

短期借入金 6,239,579 21,917,293

1年内返済予定の長期借入金 － 218,612

1年内償還予定の社債 100,000 100,000

前受収益 85,284 1,314,379

未払法人税等 495,129 59,809

その他 187,279 132,899

流動負債合計 7,121,942 23,815,095

固定負債   

社債 350,000 350,000

長期借入金 － 386,495

固定負債合計 350,000 736,495

負債合計 7,471,942 24,551,590

純資産の部   

株主資本   

資本金 377,972 2,051,492

資本剰余金 319,983 1,993,503

利益剰余金 1,433,981 1,545,239

自己株式 △199,869 △199,946

株主資本合計 1,932,068 5,390,288

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 109 △8,632

その他の包括利益累計額合計 109 △8,632

新株予約権 － 11,010

非支配株主持分 － 5,896

純資産合計 1,932,178 5,398,562

負債純資産合計 9,404,120 29,950,152
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成27年１月１日
　至　平成27年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成28年１月１日
　至　平成28年９月30日)

売上高 1,825,725 3,080,128

売上原価 565,879 1,553,844

売上総利益 1,259,846 1,526,283

販売費及び一般管理費 453,871 914,291

営業利益 805,974 611,991

営業外収益   

商品出資金売却益 113,734 53,367

持分法による投資利益 11,172 －

受取手数料 － 10,083

その他 114 7,982

営業外収益合計 125,021 71,432

営業外費用   

支払利息 86,769 115,828

支払手数料 28,838 46,040

為替差損 99,162 145,977

持分法による投資損失 － 5,836

株式交付費 － 19,895

その他 1,372 2,590

営業外費用合計 216,141 336,169

経常利益 714,853 347,255

特別利益   

段階取得に係る差益 － 13,618

特別利益合計 － 13,618

特別損失   

固定資産除却損 367 3

特別損失合計 367 3

税金等調整前四半期純利益 714,486 360,869

法人税等 265,407 201,429

四半期純利益 449,078 159,440

非支配株主に帰属する当期純損失（△） － △102

親会社株主に帰属する四半期純利益 449,078 159,543
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成27年１月１日
　至　平成27年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成28年１月１日
　至　平成28年９月30日)

四半期純利益 449,078 159,440

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 － △8,742

その他の包括利益合計 － △8,742

四半期包括利益 449,078 150,698

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 449,078 150,800

非支配株主に係る四半期包括利益 － △102
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

 (１) 連結の範囲の変更

 当社が設立した株式会社ジャパンM&Aアドバイザーについて、第１四半期連結会計期間より連結の範囲に含め

ております。また、CAIJ株式会社について、株式の追加取得により第１四半期連結会計期間末より連結の範囲に

含めております。

 (２) 持分法の範囲の変更

 CAIJ株式会社について、株式の追加取得により第１四半期連結会計期間末より連結の範囲に含めております。

 

 

（会計方針の変更）

企業結合に関する会計基準等の適用

　「企業結合に関する会計基準」 (企業会計基準第21号　平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。) 、「連結財務諸表に関する会計基準」 (企業会計基準第22号　平成25年９月13日。以下「連結会計基準」

という。) 及び「事業分離等に関する会計基準」 (企業会計基準第７号　平成25年９月13日。以下「事業分離等

会計基準」という。) 等を第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社

の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用とし

て計上する方法に変更しております。また、第１四半期連結会計期間の期首以降実施される企業結合について

は、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半

期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分

から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第３四半期連結累

計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)、連結会計基準第44－５項(4)及び事

業分離等会計基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首時点か

ら将来にわたって適用しております。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞ1,496千

円減少しております。また、当第３四半期連結会計期間末の資本剰余金が1千円増加しております。

 

 

（追加情報）

法人税率の変更等による影響

　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」

（平成28年法律第13号）が平成28年３月31日に公布され、平成28年４月１日以後に開始する連結会計年度から法人

税率等の引下げ等が行われることとなりました。

　これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、従来の32.3％から平成29年１

月１日以降に開始する連結会計年度及び平成30年1月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異につ

いては30.9％に、また、平成31年１月１日以降に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異について

は30.6％に変更しております。

　この税率変更による影響額は軽微であります。
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（四半期連結貸借対照表関係）

※ 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

 
前連結会計年度

（平成27年12月31日）
当第３四半期連結会計期間

（平成28年９月30日)

投資その他の資産 3,969千円 3,969千円

 

（四半期連結損益計算書関係）

該当事項はありません。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

 当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（暖簾を除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及び暖簾の償却額は、次のと

おりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自 平成27年１月１日
至 平成27年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成28年１月１日
至 平成28年９月30日）

減価償却費 5,298千円 7,275千円

暖簾の償却額 222千円 13,350千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成27年１月１日　至　平成27年９月30日）

１．配当金支払額

　該当事項はありません。

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の

末日後となるもの

　該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動

　当社は、平成27年７月29日開催の取締役会決議に基づき、自己株式120,000株の取得を行いました。この結

果、当第３四半期連結累計期間において自己株式が199,869千円増加し、当第３四半期連結会計期間末におい

て自己株式が199,869千円となっております。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成28年１月１日　至　平成28年９月30日）

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年7月14日
取締役会

普通株式 48,286 4 平成28年６月30日 平成28年9月1日 利益剰余金

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の

末日後となるもの

　該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動

　当社は、平成28年４月８日開催の取締役会決議に基づき、第２四半期連結会計期間において公募及び第三者

割当による新株発行並びにオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関する第三者割当による新株発

行を行い、資本金及び資本剰余金がそれぞれ1,668,519千円増加しております。この結果、当第３四半期連結

会計期間末において資本金が2,051,492千円、資本剰余金が1,993,503千円となりました。

また、当第３四半期連結累計期間において、平成28年7月14日開催の取締役会決議に基づき48,286千円剰余

金の配当を行っております。その結果、当第３四半期連結会計期間末において利益剰余金が1,545,239千円と

なっております。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成27年１月１日　至　平成27年９月30日）

　当社グループは、主にオペレーティング・リース事業を行う金融ソリューション事業を営んでおりますが、

当第３四半期連結会計期間において株式会社日本證券新聞社及び株式会社日本證券新聞リサーチを取得したこ

とに伴い、メディア事業を開始しております。これにより、当社グループは金融ソリューション事業とメディ

ア事業から構成されておりますが、金融ソリューション事業の連結売上高、連結営業利益及び全セグメントの

資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90%を超えているため、金融ソリューション事業以外の事業につ

いて重要性が乏しいことから、記載を省略しております。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成28年１月１日　至　平成28年９月30日）

　当社グループは主にオペレーティング・リース事業を行う金融ソリューション事業及びメディア事業を営ん

でおりますが、金融ソリューション事業の連結売上高、連結営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額

に占める割合がいずれも90%を超えているため、金融ソリューション事業以外の事業について重要性が乏しい

ことから、記載を省略しております。

 

（金融商品関係）

金融商品の当四半期連結貸借対照表計上額と時価との差額及び前連結会計年度の連結貸借対照表計上額と時価

との差額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の

基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成27年１月１日
至　平成27年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成28年１月１日
至　平成28年９月30日）

(1)１株当たり四半期純利益金額 40円42銭 13円72銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円） 449,078 159,543

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利

益金額（千円）
449,078 159,543

普通株式の期中平均株式数（株） 11,111,160 11,626,568

(2)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 38円80銭 13円17銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額

（千円）
－ －

普通株式増加数（株） 464,025 483,284

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

－ 平成28年８月18日取締役会決

議による有償ストック・オプ

ション（新株予約権）普通株

式 367,000株

 

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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２【その他】

平成28年７月14日開催の取締役会において、平成28年６月30日の株主名簿に記載された株主に対し、次のとおり

中間配当を行うことを決議いたしました。

①配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　48,286千円

②１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４円

③支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　　　　平成28年９月１日
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  
 

平成28年11月９日

株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー

取締役会　御中

 

優成監査法人

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 加藤　善孝　　印

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 小松　亮一　　印

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 陶江　徹　　　印

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ジャパ

ンインベストメントアドバイザーの平成28年１月１日から平成28年12月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期

間（平成28年７月１日から平成28年９月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成28年１月１日から平成28年９月30

日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計

算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表

を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー及び連結子会社の平

成28年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと

信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１　上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報
告書提出会社）が別途保管しております。

２　ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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